
令和３年度城里町中小企業等固定費応援給付金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は，新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属

のコロナウイルス（令和２年１月に，中華人民共和国から世界保健機関に対して，

人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をい

う。以下同じ。）の影響により，売上げの急減に直面し事業所の固定費（光熱水費）

の負担が特に重くなっている現状に鑑み，緊急的に支援するため，城里町内の事業

者に対し，予算の範囲内において，令和３年度城里町中小企業等固定費応援給付金

（以下，「給付金」という。）を交付するため，城里町補助金等交付規則（平成17年

城里町規則第42号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定め

るものとする。

（交付対象者）

第２条 この給付金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は，次の各

号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第２条第１項及び第３項に規定

する中小企業者及び小規模企業者。ただし，町長が特に認める場合は，この限り

ではない。

(2) 城里町内に事業所を有する者。ただし，仮設，臨時の事業所その他の設置が恒

常的でない事業所を除く。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により，令和２年10月から令和３年３月まで

の間に，次のいずれかに該当することとなった者

ア 任意の１月（以下「対象月」という。）の売上高が，前年の対象月の売上高と

比較して50％以上減少している者

イ 任意の連続する２月（以下「対象期間」という。）の売上高の合計が，前年の

対象期間の売上高の合計と比較して25％以上減少している者

(4) 交付申請の時点において，個人の町民税（城里町税条例（平成17年城里町条例

第49号）第45条各項の規定により，特別徴収義務者に指定されている場合に限

る。），法人の町民税，固定資産税及び軽自動車税（以下「町税等」という。）の滞

納がない者

(5) 交付申請の時点において，今後も事業を継続する意思を有している者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）及び

城里町暴力団排除条例（平成23年城里町条例第21号）に規定する暴力団員又は暴

力団若しくは暴力団員等でない者

(7) いばらきアマビエちゃん（茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又は

蔓延防の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例（令和２年

茨城県条例第46号）第５条の規定による特定システムをいう。以下同じ。）に登録

し，当該システムの登録時に発行された感染防止対策宣誓書に記載されている感

染症対策に取り組んでいる者

２ 第１項第３号アの規定において，令和元年10月以降に創業を開始した者について

は，前年の対象月の売上高を，創業した月から令和２年９月までの期間の月平均の

売上高と読み替えるものとする。



３ 第１項第３号アの規定において，天災その他やむを得ない事由により前年の対象

月と比較することができない者においては，前年の対象月の売上高を前々年の対象

月の売上高と読み替えるものとする。

４ 第１項第３号アの規定において，令和２年２月または令和２年３月に既に新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けており，前年の対象月と比較することができない

者においては，前年の対象月を前々年の対象月の売上高と読み替えるものとする。

５ 第１項第３号イの規定において，令和元年10月以降に創業を開始した者について

は，前年の対象期間の合計の売上高を，創業した月から令和２年９月までの期間の

月平均の売上高に２を乗じた額と読み替えるものとする。

６ 第１項第３号イの規定において，天災その他やむを得ない事由により前年の対象

期間と比較することができない者においては，前年の対象期間の合計の売上高を

前々年の対象期間の売上高と読み替えるものとする。

７ 第１項第３号イの規定において，令和２年２月又は令和３年３月に，既に新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けており，前年の対象期間と比較することができな

い者においては，前年の対象期間を前々年の対象期間の売上高と読み替えるものと

する。

（交付対象経費）

第３条 給付金の交付対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）は，事務所に

係る経費のうち，次に掲げる経費とする。

(1) 上下水道の使用料

(2) 電気の使用料

(3) ガスの使用料

（給付金の額）

第４条 給付金の額は，令和２年10月分から令和３年３月分までに町内の事業所にて

使用した交付対象経費の合計額に３分の２を乗じて得た額とし，200万円を超えない

額とする。

２ 第１項の規定において，居宅と兼用する事業所にあっては，事業に供している部

分のみを対象とする。ただし，居宅と兼用する事業所で，その内訳が明らかでない

場合は，交付対象経費の合計額に２分の１を乗じた額とする。

３ 前２項の規定により得た額に1,000円未満の端数があるときは，それを切り捨てる

ものとする。

（交付の申請）

第５条 給付金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，令和３年度

城里町中小企業等固定費応援給付金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて，町長に申請しなければならない。

(1) 町内に事業所があることがわかる書類

(2) 対象月または対象期間の売上高がわかる書類（売上台帳など）

(3) 前年の対象月または対象期間の売上高がわかる書類（売上台帳など）

(4) 令和２年10月分から令和３年３月分までに町内の事業所にて使用した交付対象

経費を支払ったことがわかる書類（領収書など）

(5) 町税等に未納がないことを証する書類

(6) 誓約書（様式第２号）

(7) いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか，町長が必要と認める書類



２ 前項第５号において，天災その他やむを得ない事由により納付期限の猶予等を受

けている者については，交付対象経費を支払ったことがわかる書類（領収書など）

を交付対象経費の金額がわかる書類（納入通知書など）に読み替えるものとする。

３ 第２条第２項及び同条第５項に該当する者においては，前項の添付書類に加え，

創業時期が確認できる書類を添えて，町長に申請しなければならない。

４ 第２条第３項及び同条第６項に該当する者においては，前項の添付書類に加え，

天災その他やむを得ない事由を確認できる書類を添えて，町長に申請しなければな

らない。

（申請期間）

第６条 この給付金の申請期間は，この告示の施行の日から令和３年６月30日までと

する。

（交付決定及び通知）

第７条 町長は，前条の規定による申請があったときは，速やかに交付金の交付の可

否を決定し，令和３年度城里町中小企業等固定費応援給付金交付決定通知書（様式

第３号）又は令和３年度城里町中小企業等固定費応援給付金不交付決定通知書（様

式第４号）により，申請者に通知するものとする。

（給付金の請求）

第８条 前条の規定による交付の決定の通知を受けた申請者は，給付金の交付を請求

しようとするときは，令和３年度城里町中小企業等固定費応援給付金交付請求書

（様式第５号）を町長に提出するものとする。

（給付金の交付）

第９条 町長は，前条の規定による請求があったときは，速やかに給付金を交付する

ものとする。

（給付金等の取り消し又は減額）

第10条 町長は，申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，交付の決

定の全部若しくは一部を取り消し，又は既に交付した給付金の全部若しくは一部を

期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく町長の指示に違反したとき。

(3) その他町長が返還が相当であると認める事由があったとき。

（実績報告）

第11条 規則第14条の規定による補助事業等実績報告書の提出は省略する。

（その他）

第12条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は，公布の日から施行する。

（有効期限）

２ この告示は，令和４年３月31日限り，その効力を失う。

（失効後の経過措置）

３ この告示の失効の日以前に交付決定を受けた者に係る第10条の規定は，同日後も

なおその効力を有する。


